
移住・就業支援金の申請時期及び提出書類一覧（令和８年３月31日までに転入した場合） 

必要書類を添えて「移住支援金交付申請書兼実績報告書」を提出してください。 

 就業者（マッチング

サイト又は専門人

材での就職者） 

テレワーク実施者 関係人口 起業者 

申請期限 本市への転入後１年

以内 

（当該企業に就業し

ていること） 

本市への転入後１年

以内 

本市への転入後１年

以内 

（就業等しているこ

と） 

起業支援金の交付決

定日から１年以内で

あって、かつ、本市

転入後１年以内 

提出書類 

１ 「移住等に

関する要件」の

確認書類 

 

 

 

提出書類 

２ 該当する

「就業等に関

する要件」の確

認書類 

・就業証明書（移住

支援金の申請用） 

（様式第７号の１） 

※雇用形態、応募日

等を確認できる書

類） 

【被雇用者】 

・所属先企業等の就

業証明書 

（様式第７号の２の１） 

【個人事業主等】 

・就業時間の証明書 

（様式第７号の２の２） 

・就業状況等につい

て確認できる書類 

・所属先企業等の就

業証明書 

（様式第７号の３）

または移住先での

就業、起業等が確

認できる書類 

・関係人口であった

旨の申出書 

（様式第７号の４） 

・移住前に決定した

起業支援金の交付

決定通知書の写し 

 就業者 テレワーク実施者 関係人口 起業者 
 

【共通提出書類】 すべての方が提出必要です。 

・移住支援金交付申請書兼実績報告書（様式第２号） 

・運転免許証（両面）やマイナンバーカード（表面）の写し※本人確認書類の写し 

・伊達市の住民票（世帯向けの移住支援金を申請する場合は世帯員全員分） 

・戸籍の附票または移住元の住民票の除票（世帯向けの移住支援金を申請する場合は

世帯員全員分）※移住元の要件を確認できる通算期間分 

・振込先が確認できる預金通帳等の写し 

・東京圏での下表に該当する在勤期間等確認書類 

【在勤期間等確認書類】 

東京23区以外の東京圏

から東京23区への通勤

者 

・東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職

票等※移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被

保険者であったことを確認できる書類 

東京23区以外の東京圏

から東京23区に通勤し

ていた法人経営者又は

個人経営者 

・開業届出済証明書等※移住元での在勤地を確認できる

書類 

・個人事業等の納税証明書等※移住元での在勤期間を確

認できる書類 

東京23区以外の東京圏

から東京23区内の大学

等に通学し、東京23区

の企業へ就職した者 

・卒業証明書等※在学期間や卒業校を確認できる書類 

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等※移住

元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であ

ったことを確認できる書類 

 


